
業務仕様書 
1. 業 務 名 

浄水場発生汚泥等溶出検査業務 

 

2. 履行期限 

令和 8年 3月 14日 

 

3. 業 務 目 的 

浄水場から発生する汚泥の処分業務を委託するに当たって，「金属等を含む産業廃棄物に係る

判定基準を定める省令」及び土壌環境基準の基準値以下であることを証明するため，汚泥の溶

出検査を行う。 

 

4. 業 務 内 容 

作名浄水場，増間浄水場及び山本浄水場で発生した浄水汚泥等を，下記項目及び測定方法で

検査を行う。 

 

5. 業 務 場 所 

館山市作名 570番地の 1 作名浄水場  

南房総市増間 523番地 増間浄水場  

館山市山本 543番地  山本浄水場  

 

6. 検 査 項 目 

① 別紙 1   11項目 

② 別紙 2   29項目 

③ ｐＨ・含水率   2項目     

 

7. 測 定 方 法  

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（環境庁告示 13 号）及び土壌環境基準（環境庁告示

第４６号「土壌の汚染に係る環境基準について」）に基づくこと。 

 

8. 検 体 数 

 作名浄水場 2検体 

増間浄水場 2検体 

山本浄水場 1検体  合計 5検体 

  

9. 検 査 頻 度 （ ）内は予定月 

    作名浄水場            2回/年（7月・1月） 

    増間浄水場            2回/年（7月・1月） 

    山本浄水場 ※検査項目②③のみ  1回/年（7月） 

 

10. 検体採取 

1. 検体は委託者が採取を行い，作名浄水場で受託者に引き渡すものとする。 

2. 採取容器は受託者が準備し，作名浄水場に届けること。 

11. 成 果 品 

検査結果書（分析証明書）を浄水場ごとに，2部提出すること。 

 

12. 成果品提出先 

検査終了後，速やかに三芳水道企業団作名浄水場へ送付すること。 

 

13. そ の 他 

（１） 業務に当っては，三芳水道企業団担当者と緊密な連携を図り業務に当ること。 

（２） 契約書又は仕様書に記載のない事項及び不明な点については，三芳水道企業団の職員と協議

のうえ，当該職員の指示に従って作業するものとする。 


